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暴
力
革
命
の
方
針
を
堅
持
す
る
日
本
共
産
党

【
第
二
章　
警
備
情
勢
の
推
移
】に

騒
擾
じ
ょ
う

事
件
や
警
察
に
対
す
る
襲
撃
事
件
等
の
暴

力
的
破
壊
活
動
を
繰
り
広
げ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
武
装
闘
争
は
、
国
民
か
ら
非
難
さ
れ
る
と
こ

ろ
と
な
り
、
二
七
年
一
〇
月
の
衆
院
選
で
は
、
党
候

補
は
全
員
落
選
し
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
現
在
、
日
本
共
産
党
は
、
当
時
の
暴
力

的
破
壊
活
動
は「
分
裂
し
た
一
方
が
行
っ
た
こ
と
で
、

党
と
し
て
の
活
動
で
は
な
い
」と
主
張
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
同
党
が
二
〇
年
代
後
半
に
暴
力
的
破
壊
活

動
を
行
っ
た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
は
「
白
鳥
警
部
射
殺
事
件
」（
二
七
年
一
月
）、「
大

須
騒
擾

じ
ょ
う

事
件
」（
二
七
年
七
月
）
の
判
決
で
も
認
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

２
「
五
一
年
綱
領
」
の
廃

止
と
現
綱
領
の
採
択

（
昭
和
三
〇
年
代
）

一　
「
五
一
年
綱
領
」
の
廃
止

　

日
本
共
産
党
は
、
昭
和
三
〇
年
七
月
の
第
六
回
全

国
協
議
会
（
六
全
協
）
で
、
二
〇
年
代
後
半
に
行
っ

た
武
装
闘
争
を
「
誤
り
の
う
ち
も
っ
と
も
大
き
な
も

の
は
極
左
冒
険
主
義
で
あ
る
」（
＝
革
命
情
勢
が
な
い

の
に
武
装
蜂
起
し
た
）な
ど
と
自
己
批
判
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
三
三
年
七
月
の
第
七
回
党
大
会
で
、
暴
力

１ 

暴
力
的
破
壊
活
動
を
展
開

　
　

�
昭
和
二
〇
年
代
�

一　
占
領
下
で
の
勢
力
拡
大

　

第
二
次
世
界
大
戦
終
了
後
、
公
然
活
動
を
開
始

し
た
日
本
共
産
党
は
、
敗
戦
直
後
の
国
民
生
活
の
窮

乏
と
社
会
不
安
を
背
景
に
党
勢
の
拡
大
に
努
め
、
昭

和
二
四
年
一
月
の
衆
院
選
で
は
三
五
議
席
を
獲
得

し
、
一
〇
数
万
人
の
党
員
を
擁
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

二　
「
五
一
年
綱
領
」に
基
づ
く
暴
力
的
破
壊
活
動
を

展
開

　

日
本
共
産
党
は
、
同
党
の
革
命
路
線
に
つ
い
て
コ

ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
か
ら
批
判
を
受
け
、
昭
和
二
六
年
一

〇
月
の
第
五
回
全
国
協
議
会
に
お
い
て
、「
日
本
の

解
放
と
民
主
的
変
革
を
、
平
和
の
手
段
に
よ
っ
て
達

成
し
う
る
と
考
え
る
の
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
」
と
す

る
「
五
一
年
綱
領
」
と
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
武
装
の

準
備
と
行
動
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す

る
「
軍
事
方
針
」
を
決
定
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ

の
方
針
に
基
づ
い
て
、
二
〇
年
代
後
半
に
、
全
国
的

　

日
本
共
産
党
の
暴
力
的
破
壊
活
動
等
に
つ
い
て
報
道
す
る
当
時
の
新
聞
各

紙(

読
売
新
聞
昭
和
二
七
年
三
月
七
日
、
朝
日
新
聞
二
七
年
四
月
一
日
・
四
月

一
二
日
・
五
月
二
九
日
・
一
一
月
一
八
日
）
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革
命
唯
一
論
の
立
場
に
立
っ
た
「
五
一
年
綱
領
」
を

「
一
つ
の
重
要
な
歴
史
的
な
役
割
を
果
た
し
た
」
と

評
価
し
た
上
で
廃
止
し
ま
し
た
。

二　
現
綱
領
の
採
択

　

同
大
会
で
は
、「
五
一
年
綱
領
」
に
代
わ
る
党
の

新
綱
領
が
「
党
章
草
案
」（
綱
領
と
規
約
を
一
つ
に

し
た
も
の
）と
し
て
示
さ
れ
ま
し
た
が
、現
状
規
定
や

革
命
の
性
格
等
に
つ
い
て
反
対
意
見
が
多
く
、
党
内

の
意
思
統
一
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
草
案
の
綱
領
部
分
は
引
き
続

き
討
議
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
大
会
で
は
規
約
部
分

の
み
の
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
宮
本
顕
治
書
記
長
（
当
時
）
の
指
導
の

下
、三
年
間
に
わ
た
る
党
を
挙
げ
て
の
綱
領
論
争
と
、

い
わ
ゆ
る
反
党
章
派
の
幹
部
の
除
名
等
を
経
て
、
昭

和
三
六
年
七
月
、
第
八
回
党
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
、
同
大
会
で
「
現
在
、
日
本
を
基
本
的

に
支
配
し
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
そ

れ
に
従
属
的
に
同
盟
し
て
い
る
日
本
の
独
占
資
本
で

あ
る
」
と
す
る
現
状
規
定
や
、
民
主
主
義
革
命
か
ら

引
き
続
き
社
会
主
義
革
命
に
至
る
と
い
う
「
二
段
階

革
命
」
方
式
等
を
規
定
し
た
現
綱
領
を
採
択
し
ま
し

た
。

　

ま
た
、
両
党
大
会
や
綱
領
論
争
の
過
程
に
お
け
る

党
中
央
を
代
表
し
て
行
わ
れ
た
様
々
な
報
告
の
中

で
、革
命
が「
平
和
的
と
な
る
か
非
平
和
的
と
な
る
か

は
結
局
敵
の
出
方
に
よ
る
」
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
敵

の
出
方
」
論
に
よ
る
暴
力
革
命
の
方
針
が
示
さ
れ
ま

し
た
。

３「
革
命
を
準
備
す
る
時
期
」

に
お
け
る
党
勢
拡
大

（
昭
和
四
〇
〜
六
〇
年
代
）

　

日
本
共
産
党
は
、
革
命
に
至
る
過
程
を
情
勢
に

よ
っ
て
「
革
命
的
情
勢
の
時
期
」
と
「
革
命
を
準
備

す
る
時
期
」
と
い
う
二
つ
の
時
期
に
分
け
、、
そ
れ

ぞ
れ
の
時
期
に
お
い
て
、
採
用
す
べ
き
戦
術
、
方
針

を
明
確
に
区
別
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
現
状
を
「
革

命
を
準
備
す
る
時
期
」
と
と
ら
え
、
革
命
の
条
件
づ

く
り
の
た
め
、
長
期
展
望
に
立
っ
て
党
勢
拡
大
を
始

め
と
す
る
各
分
野
で
の
影
響
力
の
増
大
や
国
会
、
地

方
議
会
で
の
勢
力
の
拡
大
を
図
る
と
い
う
戦
術
を
採

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
党
勢
は
拡
大
し
、
昭
和
五
〇

年
代
に
は
、
党
員
四
〇
万
人
、
機
関
紙
三
〇
〇
万
部

を
超
え
る
勢
力
を
擁
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
国
政
の
分
野
で
は
、
四
七
年
一
二
月
の
衆

院
選
で
四
〇
議
席
（
革
新
共
同
・
推
薦
二
議
席
を
含

む
。）、
四
九
年
七
月
の
参
院
選
で
一
三
議
席
を
獲
得

す
る
な
ど
、
議
席
を
伸
長
さ
せ
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
、
五
五
年
一
月
に
は
、
共
産
党
が
共
闘
の
対
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象
と
考
え
て
き
た
日
本
社
会
党
が
、
共
産
党
排
除
の

連
合
政
権
構
想
で
公
明
党
と
合
意
し
、
ま
た
、
ソ
連

の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻
（
五
四
年
一
二
月
）、ポ
ー

ラ
ン
ド
問
題
（
五
六
年
一
二
月
）、「
大
韓
航
空
機
撃

墜
事
件
」（
五
八
年
九
月
）、「
ラ
ン
グ
ー
ン
爆
弾
テ

ロ
事
件
」（
五
八
年
一
〇
月
）
等
、
社
会
主
義
の
イ

メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
と
な
る
出
来
事
が
頻
発
し
た
こ
と
な

ど
も
あ
っ
て
、
議
席
数
、
得
票
数
と
も
頭
打
ち
と
な

り
ま
し
た
。

４ 

ソ
連
・
東
欧
の
崩
壊
等

に
よ
る
党
勢
の
停
滞

（
平
成
元
年
〜
）

　

昭
和
六
〇
年
三
月
に
就
任
し
た
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
・

ソ
連
共
産
党
書
記
長
は
、
停
滞
し
た
経
済
等
の
立
て

直
し
の
た
め
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
（
改
革
）、
グ
ラ

ス
ノ
ス
チ
（
情
報
公
開
）
政
策
を
押
し
進
め
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
影
響
を
受
け
た
東
欧
の
社
会
主
義
国

で
は
、
民
主
化
要
求
が
急
速
に
高
ま
り
、
平
成
元
年

以
降
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
非
共
産
勢
力
が
主
導
す
る
政

権
が
誕
生
し
た
の
を
皮
切
り
に
、「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
」

の
崩
壊
に
象
徴
さ
れ
る
東
西
ド
イ
ツ
の
統
合
や
ル
ー

マ
ニ
ア
・
チ
ャ
ウ
シ
ェ
ス
ク
政
権
の
打
倒
等
、東
欧
諸

国
の
社
会
主
義
体
制
は
一
挙
に
瓦
解
し
ま
し
た
。
そ

し
て
、
三
年
一
二
月
、
世
界
で
最
初
の
社
会
主
義
国

家
と
し
て
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
ソ
連
が
解

体
さ
れ
、
六
九
年
間
に
及
ぶ
歴
史
に
幕
を
降
ろ
し
ま

し
た
。
ま
た
、
中
国
で
は
元
年
六
月
、
政
府
が
民
主

化
運
動
を
反
革
命
運
動
と
し
て
武
力
鎮
圧
し
た
「
天

安
門
事
件
」
が
発
生
し
、
共
産
党
独
裁
国
家
の
民
主

化
運
動
に
対
す
る
断
固
と
し
た
態
度
を
示
す
事
件
と

し
て
、
全
世
界
に
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。
ソ
連
・
東

欧
の
崩
壊
と
い
う
事
実
に
対
し
、
日
本
共
産
党
は
、

「
ソ
連
共
産
党
の
解
体
は
、も
ろ
手
を
あ
げ
て
歓
迎
す

べ
き
歴
史
的
出
来
事
」、「（
ソ
連
の
崩
壊
は
）
科
学

的
社
会
主
義
の
破
綻た

ん

を
示
す
も
の
で
は
な
い
」
な
ど

と
す
る
宣
伝
に
努
め
ま
し
た
が
、
共
産
主
義
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
破
綻
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
で
党
勢
は

停
滞
し
ま
し
た
。

５ 

日
本
共
産
党
の
現
状

一　
宮
本
議
長
の
引
退
と
「
不
破
・
志
位
体
制
」
の

確
立

　

平
成
九
年
九
月
の
第
二
一
回
党
大
会
で
、
長
期
に

わ
た
っ
て
日
本
共
産
党
の
ト
ッ
プ
と
し
て
の
地
位
に

就
い
て
き
た
宮
本
顕
治
議
長
が
議
長
職
か
ら
退
き
、

以
後
、
不
破
哲
三
委
員
長
が
党
の
最
高
指
導
者
と
し

て
、
志
位
和
夫
書
記
局
長
と
と
も
に
党
運
営
に
当
た

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
（
一
二
年
一
一
月
の
第
二
二

回
党
大
会
で
不
破
委
員
長
が
議
長
に
、
志
位
書
記
局

長
が
委
員
長
に
就
任
）。

　

そ
の
後
、
一
〇
年
七
月
の
参
院
選
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
得
票
を
大
幅
に
上
回
る
約
八
二
〇
万
票
を
得
て

一
五
議
席
を
獲
得
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
次
の
衆
院

選
で
自
民
党
が
過
半
数
割
れ
し
た
際
に
は
野
党
暫
定

政
権
に
参
加
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
同

レーニン像の撤去（平成２年３月５日、ルーマニア）（PANA）
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参
院
選
後
の
首
班
指
名
選
挙
で
は
、
約
三
八
年
振
り

に
第
一
回
投
票
か
ら
他
党
党
首
（
菅
民
主
党
代
表
）

に
投
票
し
た
り
、
不
破
委
員
長
が
「
暫
定
政
権
と
し

て
は
、
安
保
条
約
に
か
か
わ
る
問
題
は
凍
結
す
る
」

な
ど
と
す
る
日
米
安
保
条
約
凍
結
発
言
を
行
っ
た
り

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
他
の
野
党
は
、
日
本
共
産
党

を
含
め
た
政
権
構
想
に
は
否
定
的
な
態
度
に
終
始
し

ま
し
た
。

二　
規
約
、
綱
領
の
改
定

　

そ
の
後
、
日
本
共
産
党
は
、
平
成
一
二
年
六
月
の

衆
院
選
、
一
三
年
七
月
の
参
院
選
で
議
席
を
減
少
さ

せ
、
さ
ら
に
、
一
五
年
一
一
月
の
衆
院
選
で
は
、
改

選
前
議
席
を
半
減
さ
せ
、
約
三
六
年
振
り
に
一
け
た

台
と
な
る
九
議
席
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。

　

日
本
共
産
党
は
、
一
二
年
一
一
月
の
第
二
二
回
党

大
会
で
、
規
約
前
文
を
全
面
削
除
す
る
大
幅
な
規
約

改
定
を
行
い
、「
労
働
者
階
級
の
前
衛
政
党
」、「
人

民
の
民
主
主
義
革
命
を
遂
行
」、「
社
会
主
義
革
命
を

へ
て
日
本
に
社
会
主
義
社
会
を
建
設
」
等
の
革
命
を

連
想
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
を
削
除
し
ま
し
た
。
し
か

し
、「
科
学
的
社
会
主
義
を
理
論
的
な
基
礎
と
す
る
」

と
の
党
の
性
格
や
「
民
主
集
中
制
を
組
織
の
原
則
と

す
る
」
と
の
組
織
原
則
は
、「
党
の
基
本
に
か
ん
す

る
、
規
約
と
し
て
欠
く
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
部
分
」

と
し
て
条
文
化
し
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
、一
六
年
一
月
の
第
二
三
回
党
大
会
で
、

昭
和
三
六
年
七
月
の
第
八
回
党
大
会
で
採
択
し
て
以

来
五
回
目
と
な
る
綱
領
改
定
を
行
い
ま
し
た
。

　

改
定
の
結
果
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
特
有

の
用
語
や
国
民
が
警
戒
心
を
抱
き
そ
う
な
表
現
を
削

除
、
変
更
す
る
な
ど
、「
革
命
」
色
を
薄
め
ソ
フ
ト

イ
メ
ー
ジ
を
強
調
し
た
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
二
段
階
革
命
論
、
統
一
戦
線
戦
術
と
い
っ
た
現

綱
領
の
基
本
路
線
に
変
更
は
な
く
、
不
破
議
長
も
、

改
定
案
提
案
時
、「
綱
領
の
基
本
路
線
は
、
四
二
年

間
の
政
治
的
実
践
に
よ
っ
て
試
さ
れ
ず
み
」と
し
て
、

路
線
の
正
し
さ
を
強
調
し
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
現
綱
領
が
討
議
さ
れ
採
択
さ
れ
た

第
七
回
党
大
会
か
ら
第
八
回
党
大
会
ま
で
の
間
に
、

党
中
央
を
代
表
し
て
報
告
さ
れ
た
「
敵
の
出
方
」
論

に
立
つ
同
党
の
革
命
方
針
に
変
更
が
な
い
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
り
、
警
察
と
し
て
は
、
引
き
続
き
日
本

共
産
党
の
動
向
に
重
大
な
関
心
を
払
っ
て
い
ま
す
。

　

日
本
共
産
党
の
綱
領
改
定
案
を
報
道
す
る
各
紙

（
産
経
新
聞
平
成
一
五
年
六
月
七
日
・
二
二
日
、読
売
新
聞
一
五
年
六
月
二
二
日
、

毎
日
新
聞
一
五
年
六
月
二
二
日
）


